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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　石英ガラスエンベロープと、放電チャンバと、１対の電極とを含む放電ランプであって
、
　電極の外側端部分は、前記石英ガラスエンベロープのピンチ内に埋め込まれた導電性フ
ォイルと重なり、かつ、
　前記電極は、
　前記導電性フォイルと前記放電チャンバとの間の前記電極の内側部分に内側構造化ゾー
ンと、
　前記電極の前記外側端部分上に外側構造化ゾーンと、を含み、
　前記内側構造化ゾーンと前記外側構造化ゾーンの構造は、前記電極の表面に凹部を形成
することによって構成され、
　前記外側構造化ゾーンと前記内側構造化ゾーンとは、前記外側構造化ゾーンにおける凹
部が前記内側構造化ゾーンにおける凹部よりも浅いことにおいて、互いに異なる、
　放電ランプ。
【請求項２】
　前記外側構造化ゾーンにおける凹部の深度は、前記電極の直径の最大で２．０％を含む
、請求項１に記載の放電ランプ。
【請求項３】
　前記外側構造化ゾーンにおける凹部は、前記電極の本質的に変更されていない表面領域
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によって境界付けられる、請求項１又は２に記載の放電ランプ。
【請求項４】
　前記内側構造化ゾーンまたは前記外側構造化ゾーンは、前記電極の周りに形成される半
径方向のチャネルを含む、請求項１乃至３の何れか一項に記載の放電ランプ。
【請求項５】
　前記半径方向のチャネルは、前記電極の本体の周りに形成されるらせん状チャネルを含
む、請求項４に記載の放電ランプ。
【請求項６】
　前記外側構造化ゾーンは、前記外側端部分を越えて延在する、請求項１乃至５の何れか
一項に記載の放電ランプ。
【請求項７】
　前記外側構造化ゾーンの長さは、前記電極の埋め込まれた全長の最大で２０％を含む、
請求項１乃至６の何れか一項に記載の放電ランプ。
【請求項８】
　前記外側構造化ゾーンと前記内側構造化ゾーンとの間に処理されていない電極領域を含
む、請求項１乃至７の何れか一項に記載の放電ランプ。
【請求項９】
　前記外側構造化ゾーンと前記電極の基部との間に処理されていない電極領域を含む、請
求項１乃至８の何れか一項に記載の放電ランプ。
【請求項１０】
　前記石英ガラスエンベロープの前記ピンチにおける前記外側構造化ゾーンについて微視
的に小さい亀裂を含む、請求項１乃至９の何れか一項に記載の放電ランプ。
【請求項１１】
　放電ランプに使用するための電極であって、
　前記電極の内側部分における内側構造化ゾーンであって、前記内側部分は、前記放電ラ
ンプの導電性フォイルと放電チャンバとの間の前記放電ランプのピンチ内に埋め込まれる
、前記内側構造化ゾーンと、
　前記ピンチ内に埋め込まれる場合に前記導電性フォイルと重なる前記電極の外側端部分
上に形成される外側構造化ゾーンと、
　を含み、
　前記内側構造化ゾーンと前記外側構造化ゾーンの構造は、前記電極の表面に凹部を形成
することによって構成され、
　前記外側構造化ゾーンと前記内側構造化ゾーンとは、前記外側構造化ゾーンにおける凹
部が前記内側構造化ゾーンにおける凹部よりも浅いことにおいて、異なる、
　電極。
【請求項１２】
　放電ランプに使用するための電極を製造する方法であって、
　前記放電ランプの導電性フォイルと放電チャンバとの間の前記放電ランプのピンチ内に
埋め込まれる前記電極の内側部分に、内側構造化ゾーンを形成するステップと、
　前記電極の外側端部分上に外側構造化ゾーンを形成するステップであり、外側端部分は
、前記ピンチ内に埋め込まれる場合に前記導電性フォイルと重なる、ステップと、
　を含み、
　前記内側構造化ゾーンと前記外側構造化ゾーンの構造は、前記電極の表面に凹部を形成
することによって構成され、
　前記外側構造化ゾーンと前記内側構造化ゾーンとは、前記外側構造化ゾーンにおける凹
部が前記内側構造化ゾーンにおける凹部よりも浅いことにおいて、異なる、
　方法。
【請求項１３】
　前記内側構造化ゾーンまたは前記外側構造化ゾーンを形成する前記ステップは、前記電
極の本体に前記凹部を形成するように、前記電極の本体から材料を除去するステップを含
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む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記凹部は、前記電極の材料を除去するように前記電極の表面にレーザビームを向ける
ことによって形成される、請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放電ランプ、そのようなランプ用の電極、及びそのようなランプ用の電極を
製造する方法について説明する。
【背景技術】
【０００２】
　高輝度放電ランプといったガス放電ランプの動作時、ピンチ領域内に埋め込まれた電極
が高温になると、これに対応して、石英ガラス並びに（通常、タングステンで作られる）
電極の様々な膨張率及び収縮率に因る応力のレベルが高くなる。これらの応力は、亀裂を
発生させるが、亀裂には、幾つか異なる種類がある。例えば亀裂は、放電チャンバに近い
領域において、電極とピンチ内に埋め込まれたモリブデンフォイルとの間の領域において
、又は、ランプの本体が、最終製造段階において担体である石英本体から分離される位置
におけるピンチのカットエンド（「カットエッジ亀裂」と呼ぶ）の付近等で生じる。亀裂
はランプの故障につながる可能性があるので、多くの努力が、亀裂の発生を最小限にしよ
うとするランプデザインに注がれている。例えば、あるデザインでは、ピンチ内に封入さ
れた領域内の電極の外面に沿って長手方向の溝を含む。これらの溝は、電極の温度が最も
高くなる放電チャンバ付近における亀裂の発生を阻止するはずである。他のデザインでは
、電極が自由に膨張及び収縮できるように石英と電極本体との間に間隙を意図的に残して
いる。或いは、幾つかのデザインでは、電極の放電端付近の高温に対抗し、また、ランプ
の故障につながる半径方向に延在する亀裂（radially extending crack：ＲＡＣ）の発生
を抑制するために、放電チャンバの付近の電極の領域に「ヘアブラシ」構造を使用する。
しかし、電極の表面上に実施されるあらゆる構造は、その機械的柔軟性及び変形可能性を
妥協することになり、また、過剰な構造は、翻って、電極の故障につながる。
【０００３】
　別の種類の亀裂が、電極の端付近で発生し、「電極端亀裂」（end-of-electrode crack
：ＥＥＣ）と呼ばれる。ＥＥＣは、通常、電極の基部又は外側端面付近の位置から、電極
が導電性フォイルに接合される領域を通り、ピンチの外側端に向かって軸方向に走る。Ｅ
ＥＣは、通常、フラットパラボラのように湾曲形状を有する。このようなＥＥＣの現象は
、まだ完全には解明されてはいない。このような亀裂を発生させる原因は様々である。ラ
ンプの動作時のピンチ内の応力、特に不均一な応力分布が、主な要因で、ＥＥＣの成長を
促進又は加速させると考えられている。不均一な応力分布は、物質相互作用における変動
の結果と考えられる。いずれにせよ、ある種の核（nucleus）がＥＥＣを成長させるもの
と推定される。このような「核」は、様々なメカニズムによって生成される。核は、例え
ば導電性フォイルの周りの領域における石英ガラス内に不純物によって、又は、熱的に誘
導された引張又は圧縮応力の望ましくない分布の結果、当該領域に生じる「極小亀裂」に
よって、化学的又は機械的に誘導される。或いは、カットエッジ亀裂が、電極端亀裂を引
き起こす核として作用することもある。ＥＥＣは、その発生メカニズムに関わらず、一度
出現すると、ランプが故障する時期が近付いていることになる。したがって、そもそも、
その発生を抑止することが特に重要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、本発明は、電極端亀裂の発生を回避する改良された電極デザインを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　本発明の目的は、請求項１の放電ランプによって、請求項１２の電極によって、また、
請求項１３に記載のそのような電極を製造する方法によって達成される。
【０００６】
　本発明によれば、放電ランプは、石英ガラスエンベロープと、放電チャンバと、１対の
電極とを含み、電極の外側端部分は、石英ガラスエンベロープのピンチ内に埋め込まれた
導電性フォイルと重なり、電極は、導電性フォイルと放電チャンバとの間の電極の内側又
は中間部分に内側構造化ゾーンを、電極の外側端部分上に外側構造化ゾーンを含み、外側
構造化ゾーンと内側構造化ゾーンとは、互いに、物理的に及び／又は空間的に別個かつ異
なる。導入部において説明された通り、軸方向又は電極端亀裂は、電極の内側部分から半
径方向外側に走るＲＥＣとは対照的に、電極の外側端からピンチの外側端へと走る。外側
構造化ゾーンは、電極の外側端の付近に形成される。これは、導入部において説明された
通り、ＥＥＣは、通常、当該領域から発生してピンチの外側先端又は外側端に向かって延
在するからである。内側又は中間構造化ゾーンは、電極の中央の周りに左右対称に形成さ
れても、電極の中央に対して変位されていてもよく、当該位置で、内側又は中間構造化ゾ
ーンは、例えばＲＥＣの発生を抑止又は阻止するように働く。
【０００７】
　本発明による放電ランプの利点は、石英ガラスピンチの特定の領域において小さい「解
放」亀裂、即ち、「極小亀裂」を意図的に開始することによって、外側構造化ゾーンが、
ピンチ内の応力レベルを効果的に減少させる点である。これらの極小亀裂は、電極の材料
と石英ガラスとの熱膨張係数の差が、外側構造化ゾーンの効果と組み合わされる結果、例
えばピンチを形成する工程時に意図的に発生が促進される。外側構造化ゾーンがなければ
、即ち、従来技術のランプでは、ピンチの領域における任意の不純物又は過剰な緊張が、
そこからＥＥＣが発生しうる核として作用してしまう。外側構造化ゾーンは、特定領域に
微視的に小さい亀裂を意図的に成長させるように働き、当該領域において、これらの亀裂
は、ランプの後続のスイッチングサイクルの間に、電極と石英とがそれらの異なる率で膨
張及び収縮できるように働く。したがって、ピンチの当該臨界領域における応力レベルは
、非常に効果的に減少されるので、ＥＥＣが発生する危険性も事実上取り除かれる。
【０００８】
　外側構造化ゾーンと内側構造化ゾーンとは、空間的及び／又は物理的に別個である。例
えば外側構造化ゾーン及び内側構造化ゾーンは、様々な効果のために様々に形成されるこ
とが可能であるため、内側構造化ゾーンは、ＲＥＣの発生を抑止する働きをする一方で、
外側構造化ゾーンは、ＥＥＣの発生を抑止する働きをしてもよい。このようにして、様々
な問題、即ち、様々な種類の亀裂の発生が最適に解決される。
【０００９】
　本発明によれば、放電ランプに使用するための電極は、電極の内側部分における内側構
造化ゾーンであって、内側部分は、放電ランプの導電性フォイルと放電チャンバとの間の
放電ランプのピンチ内に埋め込まれる、当該内側構造化ゾーンと、ピンチ内に埋め込まれ
る場合に導電性フォイルと重なる電極の外側端部分上に形成される外側構造化ゾーンと、
を含み、外側構造化ゾーンは、内側構造化ゾーンとは別個である、即ち、空間的及び／又
は物理的に異なる。
【００１０】
　本発明による電極の利点は、電極の機械的柔軟性及び変形可能性が、外側構造化ゾーン
によって著しい程度までには影響を受けず、その程度は、電極の全長のほんの一部に制限
されるため、外側構造化ゾーンは、ランプの動作時、電極の性能に著しい悪影響を及ぼす
ことがない点である。当該電極の別の利点は、当該電極がなければＥＥＣの問題が放電ラ
ンプの寿命を短命化させてしまう任意の放電ランプに使用できる点である。電極の外側構
造化ゾーンは、主に、導電性フォイルと重なる領域内にあるので、電極の他の領域上の任
意の他の構造は、通常通りに動作することができるため、当該電極は多種多様の放電ラン
プに使用できる一方で、別個でかつ異なる内側及び外側構造化ゾーンが、当該ゾーンから
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発生する可能性のある様々な種類の亀裂を抑止する働きをする。
【００１１】
　本発明によれば、放電ランプに使用するための電極を製造する方法は、放電ランプの導
電性フォイルと放電チャンバとの間の放電ランプのピンチ内に埋め込まれる電極の内側部
分に、内側構造化ゾーンを形成するステップと、電極の外側端部分上に外側構造化ゾーン
を形成するステップと、を含み、外側端部分は、外側構造化ゾーンが内側構造化ゾーンと
は別個でかつ異なるように、ピンチ内に埋め込まれる場合に導電性フォイルと重なる。
【００１２】
　本発明による方法の利点は、外側構造化ゾーンを形成するステップは、以下において明
らかとなるように、行うことが簡単であり、また、任意の複雑なステップが伴わない点で
ある。更に、本発明による方法は、電極の他の領域を処理するための他の処理ステップと
併せて又はそれとは独立して実行されることが可能である。
【００１３】
　従属請求項及び以下の説明は、本発明の特に有利な実施形態及び特徴を開示する。実施
形態の特徴は適宜組み合わされる。１つの請求項のカテゴリの文脈において説明された特
徴は、別の請求項のカテゴリにも等しく適用される。
【００１４】
　以下において、簡潔さのために、しかし、本発明をいかようにも制限することなく、電
極の材料は、タングステンであり、ピンチに埋め込まれる電極本体の部分は、基本的にロ
ッド形状であると仮定する。更に、ここでも本発明をいかようにも制限することなく、導
電性フォイルは、モリブデンフォイル（通常、単に「Ｍｏフォイル」と呼ぶ）を含むもの
と仮定する。整合性のために、電極の「先端」とは、そこから放電アークが延在する電極
の端であり、その一方で、「外側端」とは、ピンチ内でＭｏフォイルに接合、そうでなけ
れば接続される端である。本明細書において説明される種類のＨＩＤ放電ランプは、大抵
の場合、自動車用途に使用されるので、以下において、ここでも本発明をいかようにも制
限することなく、放電ランプは、Ｄ４ランプといった自動車ＨＩＤランプを含むものと仮
定する。
【００１５】
　本発明によるランプ及び電極は、ＨＩＤランプにおけるＥＥＣの発生の特性に関して観
察を行った結果、開発された。最新の診断技術を用いて、発明者は、ＥＥＣは、電極の基
部付近の臨界領域、例えばＭｏフォイルと電極の外側端との間の接合の周りの領域におい
て極小亀裂が制御されない様式で発生し、当該領域において蓄積した応力が、当該制御さ
れていない極小亀裂を通り「負荷が解放される」及び当該亀裂を通り抜けるため、発生す
る可能性が高いという結論に至った。本発明によるランプでは、極小亀裂は、電極の外側
端の周りの特定の画定された領域内で意図的に「成長され（farmed）」、当該領域におい
て、これらの成長極小亀裂は、石英ガラスマトリクス内の応力を減少させることによって
、好ましい影響を及ぼす。即ち、本発明によるランプ内の電極の周りに発生する、成長極
小亀裂は、実際に、ＥＥＣの発生を減少させる又は阻止する働きをする。これは、極小亀
裂が、ランプの臨界又は脆弱領域における応力の危険な蓄積を効果的に阻止するからであ
る。
【００１６】
　本発明によるランプでは、電極の外側構造化ゾーンは、電極の金属と石英ガラスとの間
の密着を中断する働きをする。更に、電極の外側構造化ゾーンは、当該領域における引張
及び圧縮応力の分布を変更する。外側構造化ゾーンのＥＥＣの発生抑制という有効性は、
外側構造化ゾーンの結果生じる引張及び圧縮応力の特定の分布による表面密着の局所的な
中断との組み合わせにある。したがって、本発明によるランプは、外側構造化ゾーンにお
ける電極の表面とピンチの石英ガラスとの間に人工弾性界面を含むことが好適である。当
該人工弾性界面は、幾つかの、好適には多数の意図的に成長させられた、即ち、「成長さ
れた」極小亀裂を含む。電極の外側端の周りでのこれらの成長極小亀裂の形成は、電極を
ピンチ内に埋め込むために石英ガラスが（したがって、金属である電極も）高温に加熱さ
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れるピンチ加工時に誘発される。この人工弾性界面又は人工「接合コート」は、ランプの
後続の動作時の熱的に誘導された膨張及び収縮時に電極が比較的に自由に動けるようにす
る。結果として、ＥＥＣが発生する可能性が低くなる。
【００１７】
　電極の金属と石英との相互作用に影響を及ぼす構造化ゾーンは、幾つかの方法で形成さ
れる。例えば、タングステン／石英接合点において所望の相互作用を得るために、電極の
外面にコーティングが施されてもよい。これに代えて又はこれに加えて、構造化ゾーンを
得るために、電極の本体の周りに、細いワイヤ又はコイルを巻き付けてもよいし、又は、
小さい粒子を電極の表面上に堆積させてもよい。発明者は、変形可能性といった所望の因
子に最小限の影響を及ぼす最適な種類を決定するために様々な種類の構造を試験し、本発
明の好適な実施形態では、構造化ゾーンは、電極の表面に形成される幾つかの凹部を含む
という結論に至った。ＥＥＣを抑止するための外側構造化ゾーンの場合、当該凹部は、当
該領域における石英ガラスと電極の金属との間の表面密着を十分な範囲まで中断させ、ま
た、電極の機械的安定性を損なうほど深くない。
【００１８】
　上述の通り、ビーズ割れ又はＲＥＣといった他の種類の亀裂の発生を回避するために電
極を処理する方法は、様々ある。これらの亀裂は、ピンチの内側領域、即ち、放電チャン
バとＭｏフォイルとの間の領域における電極の本体の周りの熱に関連する高いレベルの応
力によって発生する可能性が高い。したがって、本発明によるランプの特定の実施形態で
は、内側構造化ゾーンは、導電性フォイルと放電チャンバとの間の電極の領域上に形成さ
れ、当該内側構造化ゾーンは、石英ガラスエンベロープにおいて半径方向に延在する亀裂
の発生を抑止するために実現される。例えば内側又は中心の構造化ゾーンは、電極の本体
の周りにより深いチャネルが形成された「ヘアブラシ」領域を含み、当該領域は、石英ガ
ラスマトリクス内に延在する電極材料の追加の突起、スパイク、即ち「タフト（tufts）
」を有しても有さなくてもよい。このような電極を有するランプは、国際特許公開公報Ｗ
Ｏ２０１１／０７３８６２Ａ１において説明され、本明細書に、参照することによって組
み込まれる。好適には、このような内側構造化ゾーンは、電極の中央の周りに、即ち、電
極に沿って「中間点」の両側に配置される２つの別個のヘアブラシゾーンを含む。
【００１９】
　中間構造化ゾーンと外側構造化ゾーンとは、互いに直接隣接して、即ち、任意の有意な
介在空間なく、形成されても、電極の構造化されていない又は本質的に変更されていない
部分によって分離されていてもよい。
【００２０】
　上述の通り、電極のどの構造も、動作時に電極が変形できる能力を妥協しない又は損な
わせないことが重要である。様々な実験において、発明者は、様々な凹部深度を使用して
様々な種類の外側構造化ゾーンの効果を分析した。発明者は、外側構造化ゾーンにおける
凹部の深度は、外側構造化領域における電極の直径の最大で２．０％、より好適には最大
で０．８％、最も好適には０．２５％を含むことが好適であると結論付けた。外側構造化
ゾーンにおけるこれらの凹部は浅いので、「極小ヘアブラシゾーン」と呼んでもよい。
【００２１】
　凹部は、電極の本体内へと延在する電極の表面における任意の種類の凹み又は窪みであ
ると理解されるべきである。本発明の特に好適な実施形態では、構造化ゾーンにおける凹
部は、電極の本体に形成されるチャネル又は溝を含む。本発明の開発時に行われた実験に
おいて、極小亀裂の発生は、ある程度までは、電極の表面に形成されるそのようなチャネ
ル又は溝の向きにも依存することが観察された。更に好適な実施形態では、外側構造化ゾ
ーンにおける凹部は、電極の周りに形成される半径方向のチャネルを含む。「半径方向」
との用語は、「半径に沿って移動する」又は「電極の長手軸の周りに均一に発生する」と
の文脈において解釈されるべきである。このような配置は、非常に効果的であることが示
され、基準のランプに比べてＥＥＣの発生が大幅に減少された。このようなチャネルは、
形成ツールを電極に向ける一方で、同時に電極をその長手軸の周りに回転させることによ
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って比較的容易に形成される。幾つかの基本的に平行なチャネルが、所望幅の未処理領域
又は帯で分離されてこのように形成される。本発明の特に好適な実施形態では、半径方向
のチャネルは、電極の本体の周りに形成されたらせん状チャネルを含み、これにより、構
造化ゾーンは、単一ステップで形成される。このようならせん状チャネルは、形成ツール
を電極に向ける一方で、同時に電極をその長手軸の周りに回転させるだけでなく、電極を
当該軸に沿って変位させることによって達成される。
【００２２】
　外側構造化ゾーンは、ＥＥＣの抑制又は回避において有効性が証明されている。ＥＥＣ
は、主に、ピンチの外側端において発生するため、外側構造化ゾーンは、電極の外側端、
即ち、Ｍｏフォイルの領域における電極の端の範囲内に留められることが好適である。し
たがって、本発明の更に好適な実施形態では、外側構造化ゾーンの長さは、好適には、電
極の埋め込まれた全長の最大で２０％、より好適には最大で１０％、最も好適には最大で
５％を含む。外側構造化ゾーンは、電極の埋め込まれた全長の小さい一部分上に形成され
れば十分である。
【００２３】
　チャネル又は溝は、任意の適切な技術を使用して形成される。本発明の特に好適な実施
形態では、外側構造化ゾーンを形成するステップは、電極の本体の周りに幾つかの浅いチ
ャネルを形成するように電極の本体から材料を除去するステップを含む。例えばチャネル
は、電極の本体の周りから浅い材料層を除去可能な適切なミーリングツールを使用して切
削されてもよい。しかし、電極の材料は一般にかなり脆いため、このような機械的アプロ
ーチは、電極を弱体化させてしまう可能性があり、また、必然的に力の使用が伴う。した
がって、本発明の更なる実施形態では、チャネルは、電極の材料を除去するために電極の
表面にレーザビームを向けることによって形成されることが好適である。レービームは、
チャネルの所望の深度までしか材料を除去しないように生成されることが好適である。好
適には、電極は、レーザビームが電極に向けられている間に回転させられ、これにより、
電極の本体の周りの一部又は全体にチャネルが形成される。電極及び／又はレーザは、電
極の表面にらせん状のチャネルが形成されるように横方向に同時に動かされる。チャネル
の形成にレーザビームを使用することは、幾つかの利点がある。例えばレーザは、好都合
に浅いチャネルが容易に形成されるように非常に厳密に構成される。
【００２４】
　外側構造化ゾーンの範囲は、電極の直径、ピンチの厚さ、電極の長さ、及び内側構造化
ゾーンの形状等といった様々な要因に依存する。比較的厚い電極を有するランプ又はピン
チ加工時にピンチ温度が２０００℃を超えるランプは、特に、ＥＥＣの影響を受けやすい
。したがって、本発明の更に好適な実施形態では、外側構造化ゾーンは、重なり領域を越
えて延在する。例えば外側構造化ゾーンは、Ｍｏフォイルを越えて、即ち、電極の内側端
の方向に、埋め込まれた全長の数パーセントの長さに延在する。他の電極及び／又はラン
プの種類では、外側構造化ゾーンは、基本的に外側端領域内、即ち、電極が導電性フォイ
ルと重なる重なり領域内に含まれる。外側構造化ゾーンは、電極の最も外側の端まで、即
ち、電極の基部まで延在してもよい。しかし、本発明の更に好適な実施形態では、電極は
、その基部（即ち、電極の外側端面）と外側構造化部分との間に処理されていない部分を
含む。例えば長さが８．０ｍｍである電極の場合、電極の導電性フォイルと重なる外側端
部分は、１．０ｍｍを含む。この例では、外側構造化ゾーンは、電極の外側端から０．３
ｍｍのところから始まり、放電容器の方向に１．３ｍｍの範囲に延在する。
【００２５】
　同様に、本発明によるランプは、２つ以上の外側構造化ゾーンを有する電極を含む。即
ち、１つの外側構造化ゾーンは重なり領域内に完全に含まれ、もう１つの外側構造化ゾー
ンも重なり領域内に完全に含まれてもよいが放電容器の方向に重なり領域を越えて延在し
てもよい。
【００２６】
　幾つかの種類の電極は、それらが組み込まれたランプ内でＥＥＣを発生させ易い場合が
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ある。このような電極が、外側構造化領域を含むように処理されると、ＥＥＣが発生する
可能性は、大幅に減少されるか、更には無くなる。例えば、亀裂の発生を誘発するように
意図的に選択された増幅条件下での試験では、２つのバッチの同じランプの種類が試験さ
れた。第１のバッチは、本発明によるランプ、即ち、外側構造化ゾーンを有する電極を含
むランプを含み、第２のバッチは、基準ランプ、即ち、そのような外側構造化ゾーンを有
さない従来技術のランプを含む。本発明によるランプを含む第１のバッチでは、ＥＥＣは
全く観察されなかった。第２のバッチでは、電極端亀裂の発生により、２％を超えるラン
プが故障した。したがって、本発明によるランプは、信頼の高い状態で寿命が長いことが
非常に望まれる自動車前方照明用途におけるＨＩＤランプとしての使用に特に適している
。
【００２７】
　本発明の他の目的及び特徴は、添付図面と共に考慮された場合に以下の詳細な説明から
より明らかとなろう。しかし、図面は、説明のためだけにデザインされたものであり、本
発明の限定の定義としてデザインされたものではないことは理解されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、従来技術のガス放電ランプの概略図を示す。
【図２】図２は、本発明の第１の実施形態によるＨＩＤランプの概略図を示す。
【図３】図３は、本発明の第１の実施形態による電極の外側端の詳細を示す。
【図４】図４は、本発明の第２の実施形態によるＨＩＤランプの詳細を示す。
【図５】図５は、本発明の第３の実施形態によるＨＩＤランプの詳細を示す。
【図６】図６は、外側構造化ゾーンの有益な効果を概略的に説明する図２のランプの詳細
を示す。
【００２９】
　図中、同じ参照符号が、全体に亘って同じ要素を指している。図中の要素は必ずしも縮
尺通りではない。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１は、自動車用ＨＩＤランプといった従来技術のガス放電ランプ８の簡易化された概
略図を示し、亀裂ＲＥＣ、ＥＥＣの発生を示している。ランプ８は、石英ガラスエンベロ
ープ１０と、放電容器１１内に延在する１対の電極８０とを含む。各電極８０は、ピンチ
１２内に埋め込まれ、その外側端においてＭｏフォイル８１に接合され、Ｍｏフォイル８
１は、次に、外側リード線８２に接合される。ランプの動作時、電極８０は非常に熱くな
り膨張する。石英ガラスもその結果加熱され、膨張する。ランプ８が再び消灯されると、
電極８０は冷却され収縮し、石英ガラスも同様である。熱膨張率及び熱収縮率は、電極８
０（通常タングステン）と石英ガラスとでは大きく異なり、石英ガラスエンベロープマト
リクスにおける引張及び圧縮応力につながる。時間の経過に伴い、石英ガラスに繰り返し
応力がかかる結果、フォイル８１と放電容器１１との間の電極の一部の周りの石英ガラス
内に、半径方向に延在する亀裂（radially extending crack：ＲＡＣ）が形成される。こ
れは、当該一部が、埋め込まれた電極８０の最も熱い部分だからである。電極８０の外側
端では、電極端亀裂（end-of-electrode crack：ＥＥＣ）が形成され、通常、電極８０の
基部からピンチ１２の外側端に向かって延在する平らな湾曲形状を有する。これらの亀裂
ＥＥＣ、ＲＥＣは、自然発生的に形成し、ランプの故障につながる。
【００３１】
　国際特許公開公報ＷＯ２０１１／０７３８６２Ａ１のランプデザインは、ＲＥＣの成長
に効果的に対抗するか又はその成長を効果的に抑止するものの、内側構造領域、即ち、「
ヘアブラシ領域」は、電極の外側端における様々な応力分布に起因して、ＥＥＣの発生を
阻止することができない。
【００３２】
　図２は、本発明によるＨＩＤランプ１の簡易化された概略図を示す。その構造は、図１
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に示される上記従来技術のランプ８とほぼ同じである。即ち、ランプ１は、放電容器１１
を囲む石英ガラス本体１０と、短い間隙を隔てて放電容器１１内で互いに面するように配
置された１対の電極２とを含む。電極２は、幾つかの領域、即ち、外側端部分２Ａ、内側
部分２Ｂ、及び残りの先端部分に実質的に分割される。各電極２の大部分２Ａ、２Ｂが、
ピンチ１２内に埋め込まれる。各電極２の外側端部分２Ａが、導電性フォイル３に接合さ
れ、導電性フォイル３は、次に、外側リード線４に接合される。本発明によれば、外側構
造化ゾーンＺＡが、電極の外側端２Ａの少なくとも一部分上に形成される。内側構造化ゾ
ーンＺＢは、電極２の中間領域の表面の周りにらせん状に形成されるチャネル２１Ｂのよ
うなヘアブラシ構造を含み、これにより、半径方向に延在する亀裂を防ぐというこれらの
チャネル２１Ｂの有効性は、石英ガラスマトリクス内に延在する突起によって増大される
。外側構造化ゾーンＺＡは、浅いチャネル２１Ａ、即ち、図３に示されるように電極本体
の外周の周りに配置された内側構造化ゾーンＺＢのチャネル２１Ｂに比べて浅いチャネル
２１Ａを含む。図３は、本発明の第１の実施形態による電極２の外側端２Ａの詳細を示す
。図３は、電極２の外側エッジに近い外側構造化ゾーンＺＡを示す。外側構造化ゾーンＺ
Ａは、電極２の本体の周りに少なくとも部分的に形成された幾つかの浅いチャネル、凹部
、又は、溝２１Ａを含む。例えばチャネル２１Ａは、電極２の本体の周り全体に延在して
も、導電性フォイルに溶接されていない電極２の表面上だけに形成されてもよい。外側構
造化ゾーンＺＡは、複数の別個のチャネル２１Ａを含んでも、電極２の本体上にらせん状
に形成される単一のチャネル２１Ａを含んでもよい。チャネル２１Ａの深さは、ここでは
、説明のために、誇張されている。実際には、チャネル２１Ａは非常に浅く、導電性フォ
イルに溶接又は接合される位置において、電極２の本体内にほんの小さい程度で、例えば
電極の直径Ｄｅの０．５％だけ延在する。
【００３３】
　図４は、本発明の第２の実施形態によるＨＩＤランプ１の詳細を示す。ここでは、外側
構造化ゾーンＺＡは、放電容器の方向に外側端部２Ａを越えて延在するように電極２の本
体上に形成される。ここでは、チャネル２１の傾斜された向きが、これらのチャネルがら
せん状に形成され、これにより外側構造化ゾーンＺＡが電極２の本体の周りに数回延在す
る単一のらせんチャネル２１Ａを事実上含むことを示す。
【００３４】
　図５は、本発明の第３の実施形態によるＨＩＤランプ１の詳細を示す。ここでは、２つ
の外側構造化ゾーンＺＡが、電極２が導電性フォイル３に重なる重なり領域内で電極２の
本体上に形成されている。
【００３５】
　図６は、図２のランプの詳細を示し、外側構造化ゾーンＺＡの有益な効果を概略的に説
明する。製造過程において、ピンチを形成する石英ガラスは、外側リード線、Ｍｏフォイ
ル及び電極が気密シール内に埋め込まれるように、ガラスを変形可能とするために、非常
に高温に加熱されなければならない。ピンチが形成されると、石英ガラス及び電極は、再
び冷却される。電極の外側端の周りの石英ガラスマトリクスにおける応力の分布は、外側
構造化ゾーンＺＡと連動して、電極２の端の周りに微視的に小さい亀裂ＭＣを形成させる
。この極小亀裂（micro-crack：ＭＣ）は、外側構造化ゾーンＺＡの浅いチャネル２１Ａ
によって引き起こされる、石英ガラスと電極２との間の表面接触の中断によって発生が促
進される。明瞭とするために、この平面図では、極小亀裂は、電極２の外側エッジに沿っ
てしか示されていないが、極小亀裂ＭＣは、外側構造化ゾーンＺＡの周りの石英ガラスマ
トリクス内に基本的に均等に分布することは理解されよう。図面では破線で示される、こ
の「成長された（farmed）」極小亀裂の層は、電極の外側端の表面とピンチの石英ガラス
との間に人工又は仮想弾性界面５を、事実上提供し、ピンチ１２のこの領域における応力
の減少に直接関係し、これにより、電極端亀裂が生じる可能性ははるかに少なくなる。つ
まり、石英ガラスマトリクスの任意のＥＥＣによって決定的な影響を受ける部分に、他の
極小亀裂をランダムに形成させるのではなく、これらの極小亀裂ＭＣは、電極の外側端２
Ａの周りに意図的に「成長され」、ここでは、極小亀裂は、電極表面と石英ガラスとの間



(10) JP 6139535 B2 2017.5.31

10

の人工的な接合コートとして機能する。後に、ランプが、その通常の寿命の間に、動作サ
イクルが繰り返されるときに、この人工弾性界面によって、石英ガラスマトリクスの当該
領域における引張及び圧縮応力の望ましくない分布の蓄積を阻止し、これにより、ＥＥＣ
の発生が事実上抑止又は阻止される。
【００３６】
　本発明は、本発明の好適な実施形態及びその変形態様の形で開示されたが、本発明の範
囲から逸脱することなく、本発明に多数の追加の変更及び変形を行ってもよいことは理解
されよう。
【００３７】
　明瞭とするために、本願における「ａ」又は「ａｎ」の使用は、複数形を排除するもの
ではなく、また、「含む」も他のステップ又は要素を排除するものではないことは理解さ
れるべきである。
 

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】
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